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た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
東
南
海
・
南
海
地
震
に

係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
提
案
の
趣
旨
及
び
主
な
内
容
を
御
説
明
申
し
上

げ
ま
す
。

南
海
ト
ラ
フ
で
発
生
す
る
大
規
模
な
地
震
に
よ
る
被
害
に
つ
い
て
は
、

西
日
本
を
中
心
に
、
東
日
本
大
震
災
を
超
え
る
甚
大
な
人
的
、
物
的
被
害

が
発
生
し
、
我
が
国
全
体
の
国
民
生
活
、
経
済
活
動
に
極
め
て
深
刻
な
影

響
が
生
じ
る
、
ま
さ
に
国
難
と
も
言
え
る
巨
大
災
害
に
な
る
お
そ
れ
が
あ

る
も
の
と
想
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
巨
大
災
害
に
事
前
に
対
処
す
べ
く
、
早
急
に
国
が
主
導
し

て
効
果
的
な
対
策
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
よ
る
災
害
か
ら
国
民
の
生
命
、
身
体
及

び
財
産
を
保
護
し
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
を

図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
、

第
一
に
、
法
律
の
題
名
を
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の

推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
改
め
る
こ
と
、

第
二
に
、
内
閣
総
理
大
臣
が
科
学
的
に
想
定
し
得
る
最
大
規
模
の
地
震

を
想
定
し
て
、南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
を
指
定
す
る
こ
と
、

第
三
に
、
推
進
地
域
の
指
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
中
央
防
災
会
議
は
、

南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
対
策
推
進
基
本
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
と
し
、
指

定
行
政
機
関
の
長
等
は
、
防
災
業
務
計
画
等
に
お
い
て
一
定
の
事
項
に
つ

い
て
定
め
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
対
策
推
進
計
画
と
す
る
こ
と
、

第
四
に
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域

の
う
ち
、
津
波
避
難
対
策
を
特
別
に
強
化
す
べ
き
地
域
を
、
南
海
ト
ラ
フ

地
震
津
波
避
難
対
策
特
別
強
化
地
域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
と
し
、
こ
の

指
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
関
係
市
町
村
長
は
、
都
府
県
知
事
の
意
見
を
聞

き
、
内
閣
総
理
大
臣
の
同
意
を
得
て
、
津
波
避
難
対
策
緊
急
事
業
計
画
を

作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
第
五
に
、
津
波
避
難
対
策
緊
急
事
業
に

要
す
る
経
費
に
対
す
る
国
の
負
担
割
合
の
特
例
等
を
設
け
る
こ
と
、

第
六
に
、
津
波
避
難
対
策
緊
急
事
業
計
画
に
基
づ
く
集
団
移
転
促
進
事

業
に
係
る
特
例
措
置
を
設
け
る
こ
と
等
で
あ
り
ま
す
。

以
上
が
、
本
案
の
提
案
の
趣
旨
及
び
主
な
内
容
で
あ
り
ま
す
。
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本
案
は
、
本
日
の
災
害
対
策
特
別
委
員
会
に
お
い
て
、
内
閣
の
意
見
を

聴
取
し
た
後
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
成
案
と
決
定
し
、
こ
れ
を
委
員
会
提

出
法
律
案
と
す
る
こ
と
に
決
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
議
員
各
位
の
御
賛
同
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
参
議
院
災
害
対
策
特
別
委
員
長
報
告

�
（
平
成
二
五
年
一
一
月
二
二
日
）

○
竹
谷
と
し
子
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た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま

し
て
、
災
害
対
策
特
別
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告

申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る

特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
よ
る

災
害
が
甚
大
で
、
被
災
地
域
が
広
範
に
わ
た
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
鑑

み
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
関
す
る
防
災
対
策
推
進
地
域
の
指
定
、
防
災
対

策
推
進
基
本
計
画
等
の
作
成
、
津
波
避
難
対
策
特
別
強
化
地
域
の
指
定
、

津
波
避
難
対
策
緊
急
事
業
計
画
の
作
成
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
事
業
に
係
る

財
政
上
の
特
別
の
措
置
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

�

（
略
）�

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
法
律
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
提
出

者
衆
議
院
災
害
対
策
特
別
委
員
長
よ
り
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
首
都

直
下
地
震
対
策
特
別
措
置
法
案
の
目
的
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し

た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表

し
て
田
村
委
員
よ
り
、
東
南
海
・
南
海
地
震
対
策
特
別
措
置
法
改
正
案
に

賛
成
し
、
首
都
直
下
地
震
対
策
特
別
措
置
法
案
に
反
対
す
る
旨
の
意
見
が

述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

討
論
を
終
局
し
、
順
次
採
決
の
結
果
、
東
南
海
・
南
海
地
震
対
策
特
別

措
置
法
改
正
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
定
し
、
首
都
直
下
地
震
対
策
特
別
措
置
法
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

（
注
）　

衆
議
院
に
お
い
て
は
、
委
員
会
の
審
査
は
省
略
さ
れ
た
。


